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アゼルバイジャン外務大臣エルマル
・メメディヤロフとのインタビュー

過去も将来も交渉の余地なき
アゼルバイジャン領の一体性

「IRS-HeRItage」による

ひと

問： 2015年6月16日、欧州人権裁判
所（ECHR）大法廷は、シラゴフほか対ア
ルメニア事件 における判決を公表しま
した。まずこの事件の一般的な背景につ
いてお聞かせいただけますか？

メメディヤロフ： あなたがおっしゃる事
件の発端はご存じのように、アルメニア
の侵略の最中に占領されたアゼルバイ
ジャンのラチン地区から強制的に追放
された6人のアゼルバイジャン人による
2005年4月6日にECHRへのアルメニア
共和国に対する申立てです。ざっという
と、裁判所に対するこの申立ては、アル
メニアによる軍事的占領のために彼らが
ラチン地区に帰還することが阻害されて
おり、当該地区内の財産の使用ができな
いことを内容とします。彼らは、人権と基

本的自由の保護のための条約（欧州人
権条約）第1追加議定書第1条で保障さ
れている財産権および同条約第8条によ
る私生活・家族生活の保障の継続的侵
害が行われていると主張しました。また、
これらの訴えに関連して、同条約第13条
に定められた効果的な救済措置が行わ
れる状態ではないことを主張しました。そ
して、これらすべての訴えを鑑み、彼ら
は同条約第14条における民族的出自や
宗教を理由にした差別にさらされている
と訴えました。

問： 裁判所はどのような一般的結論
に至りましたか？ 

メメディヤロフ： 裁判所は申立人の意
向を汲み取り、彼らの数多くの欧州人権
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条約上の権利に関してアルメニアによる
継続的な侵害を認定しました。しかし、
権威ある国際的な裁判所によるこのよう
な裁定は非常に重要なものです。

問： アゼルバイジャン共和国からする
と、このECHRによる裁定のどこが何より
も重要な点ですか？

メメディヤロフ： この裁定は本当に様
々な角度から重要なものです。なにより
もまず、アゼルバイジャン領土の不法占
拠および同領土における軍の活動の責
任をアルメニアは否定しつづけていまし
たが、ECHRは効果的にこのような責任
否定を終わらせることになりました。知ら
れているように、アルメニアによる侵略が
始まってから、またそれに関する裁判が
進行中の間、国際社会をミスリードしたり
根本的原因や紛争の本質を歪曲したり

するために、アルメニア共和国は、その
支配権がナゴルノ＝カラバフ領域内お
よびその周辺には及んでいないというこ
と、その領域に自身が実効支配やなん
らの公的権力を有し得ないこと、問題に
関する軍事衝突には参加していないこ
と、ラチン地域を奪い取り、軍事行動を
展開したことにはまったく関与していない
こと、ナゴルノ＝カラバフおよびその周辺
でいかなる軍事行動も行っていないこと
を主張しました。 

裁判所は申立人やアゼルバイジャン
政府が提出した証拠を精査し、アルメニ
アにより提示されたこれらの主張を拒否
しました。 

さらに、判決文第14段落から第18段
落において、ECHRはナゴルノ＝カラバ
フのアルメニアへの併合の呼びかけとと
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もに戦争が始まったことを特記し、アルメ
ニア・ソヴィエト社会主義共和国最高会
議およびナゴルノ＝カラバフ地方協議
会により1989年12月に採択された「再統
一」決議に関して特別に言及しました。

第180段落において裁判所が確定し
たことをここに引用します。それによると、
「アルメニア共和国は、軍事プレゼンスと
軍事装備および技術の準備によって、
早期からナゴルノ＝カラバフ紛争に明白
に関与しており」、「この軍事支援は、当
該領域における征服および継続的支配
には決定的であり、現在も決定的であり
つづけ」、「証拠は［中略］アルメニアの
武装勢力と「NKR」が高度に統合された
ものであることを主張するのに説得力を
持つ」としています。この証拠や、アルメ
ニアからの政治的、財政的ならびにその
他の分離主義への相互関係に関する他
の証拠を基に、裁判所は第186段落に
おいて、「アルメニア共和国は「NKR」に
対して、ナゴルノ＝カラバフ紛争の早期
から明白で決定的な影響を与えており、
両者は事実上すべての重要事項におい
て高度に統合しており、その状況は今日

まで続いている」、「「NKR」およびその行
政はアルメニアからの軍事的、政治的、
財政的およびその他の支援のおかげで
存在しつづけることができており、よって
アルメニアはナゴルノ＝カラバフおよび
ラチン地域を含むその周辺領域に実効
支配を行っている」と結論付けています。

問： 裁判所がこのような明白な判断を
示しているにもかかわらず、アルメニア側
はいまだに、アルメニアがアゼルバイジ
ャンの領土を占拠してはおらず、アゼル
バイジャンの主張を証明するような判決
はないと断言しています。さらにアルメニ
アは、この採決は欧州人権条約に付随
する権利の保護を適用しているだけであ
ることを非難しています。このような主張
に対してどのように応じますか？

メメディヤロフ： アルメニアは長年の懸
案の帰結を受入れ交渉の建設的な道の
りを踏み始めることをせず、残念ながら、
ただ国際社会をミスリードし占領政策を
隠蔽するために、お決まりの否定の態度
をとりつづけることに固執しています。実
際、そのような主張はまったく真実では
ありません。これらの根拠のない憶測を
論駁するために、とりわけすでに引用し
た段落も含め、判決をじっくり読むべきで
す。 

裁判所は判例法にも言及し、ある国
家が他の国家の領土全体あるいは領土
の一部において実質的権力を行使して
いる場合、国際法の意味での占領が存
在しているとみなしています。裁判所の
見解では、実質的権力とは広い解釈が
可能であり、実効支配と同義であるともと
れます。従って、提示された証拠を精査

ひと
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した上、裁判所はナゴルノ＝カラバフお
よび他の占領領域においてアルメニア
が継続して行っている実効支配は、これ
らの領域における軍事占領の結果であ
ると結論づけています（第96段落、第168
段落）。

アルメニアの政府職員の主張とは反
対に、裁判所は、ナゴルノ＝カラバフ、ラ
チン地域およびその他の周辺地域がア
ゼルバイジャンの一部であり現在軍事占
領下に置かれており（第146段落および
第173段落）、この状況において国際占
領法・国際人道法が適用され（第96～97
段落）、アゼルバイジャンの占領領域を
占領しているのはアルメニアであり、アル
メニアが当該領域を国際法の意味での
実効支配を行っているとの重要な結論を
出しています。よって、アルメニアによる
アゼルバイジャン領土の占領と実効支配
の事実は明白です。裁判所は、かねてよ

り一般の声であり国際的に周知されてい
たことを確認したまでです。

問： 裁判手続の間、判事により証明さ
れる一方で、アルメニア側はラチンへの
侵入、破壊、焼損、そしてアゼルバイジ
ャン人に避難を強いたことを、「自己防
衛」や「ナゴルノ＝カラバフへの食糧・医
薬品などの供給」を理由に正当化しよう
としていたように思われます。アルメニア
側は、引用しますが、「そのような「アゼ
ルバイジャンによる侵略」の状況下で、ラ
チンの「解放」はナゴルノ＝カラバフの住
民が生存するためには死活的重要性を
持つものだった」ということに裁判所は注
意を払ったと主張しています。裁判所は
そのような矛盾を含んだ発言をしたので
しょうか？

メメディヤロフ： 明らかに、刑罰がない
ために、根底となる事実や国際組織の
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文書の曲解や破壊を次々と行うのでしょ
う。そのような主張は、見え透いた嘘の一
部そのものです。アルメニアはECHRの
ような誰もが知る機関の判決すら白昼公
然と歪曲する厚顔無恥な試みを躊躇し
ません。「アゼルバイジャンによる侵略」
も「ラチンの解放」も、そのようなものは判
決で言及されていません。私は興味があ
るすべての人にインターネットで閲覧可
能である判決を参照することをお勧めし
たいです。実際、軍事攻撃や、「軍事的
必要性」による市民の強制的な追放を正
当化するためのアルメニアの主張はす
べて裁判所によって拒否されています。

さらに気がかりなことは、国際的に見
て間違った行動をこじつけの理由で正

当化しようとするアルメニアの危険な試
みです。これは許容できないものであり、
欧州人権条約により国際的に認められ
ている人権を保護するための国際社会
の努力を大いに傷つけるものであり、欧
州の公共秩序の憲法的制度を傷つける
ものであります。国際社会は、欧州人権
条約やECHRに対する無責任な態度を
断固として拒否するべきです。

問： ラチンの人々が故郷を去ることを
強制された状況に対する裁判所の評価
はどのようなものでしたか？

 

メメディヤロフ：  特に重要なのは、裁
判所による第19段落から第20段落の決
定です。すなわち、ラチン地域、特にラ

ひと
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チン市は、軍事攻撃にさらされた。1992
年5月半ばにラチンは空爆の標的とさ
れ、それによって多くの家屋が破壊され
た。街は略奪され、火をつけられた。軍
事衝突の間、ラチンと周辺の村々は徹
底的に破壊されたということです。よって
裁判所は、アルメニアの意図はアゼルバ
イジャンに対して出来る限りの損害と苦
痛を与えるというものであり、人々は生き
るために逃げることを強いられたというこ
とを確認しました。1992年から1993年に
紛争エリアを訪問した欧州安全保障協
力機構（OSCE ）の職員がアルメニアに
よる「焦土作戦」は受け入れられるもので
はないと非難したことを思い起こしてみま
しょう。この表現はかの悪名高き民族浄
化をとてもうまく言い当てています。 

また、アゼルバイジャンのナゴルノ＝
カラバフ地域内にあるホジャリ市に対す
る軍事行動も思い起こしてみるべきで
す。これは紛争においてアゼルバイジャ
ン人に対する1日の虐殺の最大規模のも
のであると記録されているものです。ラチ
ンに対する攻撃とそれに続くカルバジャ
ル地域の侵略と占領も思い起こしてみる
べきです。これらはアルメニア軍が直接
関与して遂行されたものであり、よく知ら
れた国連安保理決議が何度も出される
ことになりました。

このようなことに鑑み、ある国家の軍
部による侵攻や攻撃、それらに起因す
る軍事行動、ある国家の他の国家の領
土に対する爆撃、ある国家の他の国家
の領土に対するなんらかの武器の使用
は、1974年の国連総会の決議による定
義における、侵略の最も明白な表明で
あるということを思い起こしてみるべきで

す。裁判所が確認したように、アルメニア
軍とアルメニアの後ろ盾をもつ部隊によ
るラチンやその他のアゼルバイジャンの
市や村に対する攻撃および空爆は軍事
攻撃であり、国連憲章第51条や国際慣
習法によるアゼルバイジャンの自衛権の
発動を誘発したことは疑いのないことで
す。

問： 判決が公表された後、アルメニア
は矛盾した声明を数多く出しました。法
務次官でありECHRにおけるアルメニア
の代表者であるエミール・ババヤンが6
月13日に、裁判所による規定は政治的、
地政学的な意味を持つものであり、いか
なる規定も紛争の平和構築と交渉プロ
セスに必然的に影響を与えるものであろ
うと発言しています。その一方で、エドヴ
ァルド・ナルバンディヤン外相は最近の
コメントにおいて、シラゴフ事件に関す
るECHRによる規定は交渉プロセスにい
かなる影響もあたえないと断言していま
す。このように相反するエレバンからのメ
ッセージの裏には何があるのだと思われ
ますか？交渉プロセスへの判決の影響
の可能性に関して詳しくお話していただ
けますか？

メメディヤロフ： 期待された通り、この
判決によってアルメニア中に衝撃的な波
紋が広がっていることは明らかです。相
反する声明が示唆するところは、アルメ
ニアがこの前例のない判決やそれによ
り避けられない帰結の広がりに懸念を抱
いているということです。 

既に述べておりますように、このECHR
による規定は、様々な点において重要な
ものです。これは、係る案件の実状を考
慮し、条約で保障されたアゼルバイジャ
ン住民の基本的人権を侵害する状況の
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偏りのない第三者的状況分析と法的評
価がなされた、権威ある裁判所による初
めての判決です。

特に、裁判所は難民（DP）が有する故
郷や習慣的居住地への帰還の権利を再
確認し、住居財産補償の法的・技術的
問題に関する国際人道法上および国際
人権法上の重要なスタンダードや原則
を適用しました。この文脈において裁判
所の見解は、判決第195段落に見られる
ように、現状において、アルメニアやアル
メニアの後ろ盾をもつ部隊が居座りつづ
けていることや休戦違反がアゼルバイジ
ャン人の帰還を阻むものとなっていると
いうことです。 

占領地域におけるアルメニア軍の不
法プレゼンスの継続が地域の平和を著
しく脅かすものであり、紛争解決の弊害
であるということを、アゼルバイジャンは
初日から述べてきました。アゼルバイジ
ャン住民が有する条約で認められた権
利の保護のために、そして広く紛争解決
のために、アルメニア部隊が撤退するこ
とが必要条件であるとのアゼルバイジャ
ンの立場を、裁判所は基本的に支持し
ました。

さらに私たちにとって、占領下のナゴ
ルノ＝カラバフ地域およびその周辺領
域の故郷へのアゼルバイジャン住民の

ひと
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帰還は最も重要なことのひとつであり、
存在に関わる問題であると言ってもよい
でしょう。他方アルメニアは常にアゼル
バイジャン住民の帰還を阻止しようとした
り、条件付けをしようとしたりしました。裁
判所は、現在行われているOSCEミンス
クグループ内の交渉によってアゼルバイ
ジャン系国内避難民（IDP）有する所有
権を含む人権への妨害は法的正当性を
与えられるものではないことを明らかに
し、紛争中に避難したアゼルバイジャン
住民に対するアルメニアの義務に言及
しました。裁判所によると（判決第148段
落）、占領領域から避難したアゼルバイ
ジャン系DPの土地の権利を消し去ろうと
するアルメニアの試みは、法的に有効で
はありえないとされています。アルメニア
によるアゼルバイジャン系IDPの権利の
侵害を認め、裁判所は、申立人に対して
権利侵害に対する補償や合理的見込み
を与えることができるような措置によって
損害を軽減することをアルメニアが怠っ
ていると結論付けました。同じ理由から、
裁判所は、申立人のラチン地域内の所
有物や家へのアクセスの拒否に関して
有効な措置が見られないとしています。 

この裁判所の規定により、アゼルバイ
ジャン住民が帰還する権利は疑いようの
ないことで、この権利の遂行のためにあ
らゆる解決が確保されなければならない
ことが再確認されました。

裁判所大法廷で言い渡された判決が
最終的なものであり、法的拘束力を伴う
ということは看過してはなりません。欧州
評議会は裁判所による決定の実行をモ
ニタリングするための、良好に確立され
たメカニズムを有しています。ECHRの判
決の後も、占領されたナゴルノ＝カラバ
フとその周辺領域から追放されたアゼル

バイジャン住民の権利保護のトピックは、
欧州評議会およびその下部組織の監視
下に置かれつづけることになります。

問：この規定の交渉プロセスへの影響
という文脈において、どのようなアルメニ
アの国際的責任が判決から引き出され
ますか？

メメディヤロフ： 裁判所による判決の
主な結論は、アゼルバイジャンに対する
初期から継続する侵略および国際的に
認められているアゼルバイジャン領の軍
事占領、占領領域からの何十万人もの
アゼルバイジャン市民の追放、彼らの帰
還および当地における財産へのアクセス
の拒否により、アルメニア共和国は過去
と現在の国際法違反のすべての国際的
責任を負うというものです。 

www.irs-az.com 43

かつて栄華を誇ったカラバフの都市アグダムは、
アルメニア側の占領後に廃墟と化した

2015 年冬 １（７）



44 www.irs-az.com

ひと

国家責任のキーとなる要素であり現状
の目的にとって特に重要なのは、暴力行
為をやめ、再発せぬよう適切な保証を提
供し、損害を完全に賠償する義務です。
結果として、アルメニアは第一に、アゼル
バイジャン領の占領を終え、即時に、完
全に、無条件でそれらの領土から撤退
する義務があります。その義務を実行す
ることは、アゼルバイジャンIDPの帰還の
必要条件となりますが、妥協として見なさ
れたり交渉の「切り札」として利用されたり
しては断じてなりません。 

問： 占領した領域にアルメニアが置い
た違法政府に関して裁判所の立場はど
のようでしたか？ 

メメディヤロフ： 裁判手続の間、アルメ
ニアは「「NKR」は主権を持ち、独立した
国家であり、国際法上独立国家が持つ
特徴をすべて有している」、「それはナゴ
ルノ＝カラバフとその周辺地域を統治・
管轄しており」、「アルメニアと「NKR」は
別個の国であり」、「「NKR」は創立されて
からずっと、独立して政治的・社会的・財
政的政策を遂行してきた」と主張してい

ました。 
裁判所は、そのようなアルメニアの主

張を提示された証拠を考慮した上で拒
否しまし、第148段落において2011年12
月14日の認容決定における「「NKR」は
国際法下の国家とは認められない」こと
を確認し、第28段落において「「NKR」
自らの独立宣言はいかなる国家あるい
は国際機関からも承認されていない」と
再確認しました。よって国際社会では
「NKR」の否定が優勢であり、アゼルバイ
ジャンの領土保全に抗して力によってつ
くられた状況が正当であると認めることを
拒否しているのです。この状況は、かの
悪名高き民族浄化および国際法の絶対
的基準からの著しい逸脱を伴うものでし
た。さらに裁判所は、分離主義者による
政府はアルメニアに完全に依存してお
り、「アルメニアによる軍事的、政治的、
財政的、その他の支援のおかげで生き
延びている」（第186段落）ということを明
らかにしました。

問： 裁判所のこのような規定を考慮す
ると、他の国々にとってはどのような結果
を生みますか？
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メメディヤロフ： この判決で裁判所は、
軍事占領に関連する国際人道法を特に
引合いに出し、本件に適用しました。ア
ルメニアがいくつも違反した一般的な国
際法の絶対基準の著しい義務違反は、
アルメニアだけでなく他の国家にもさらな
る結果を生み出し、その中には、とりわけ
法的措置によってそのような違反を終わ
らせるために協力する義務、著しい違反
によってつくりだされた状況を法的に認
めたり現状維持のために支援を与えたり
してはならないということを含みます。 

脅しや力の使用によって領土の獲得
は法的に承認されないということは国際
法上確立された原則であり、武力紛争の
問題が伴った国連安保理決議822（1993
年）、853 (1993年)、874 (1993年) および 
884 (1993年) でも再確認されています。
このような理解は、個人の権利や自由に
も援用でき、加害者が想定し、加害者の
利益となるような結果となる暴力にも援
用されます。 

よって、国際社会が上述の国連安保
理決議を主張することが重要です。裁判
所は判決においてさらに広めて言及し、
アルメニア占領軍がアゼルバイジャン領
土から撤退することを要求し、DPが安全
に尊厳を持って故郷へ帰還することを支
持しました。判決がOSCEミンスクグルー
プ共同議長に指針を与えるものであるこ
とは明白です。

問： アルメニアは6月22日の欧州評議
会議員会議サマーセッションでの演説に
おいて、欧州評議会閣僚委員会議長で
ありボスニア＝ヘルツェゴヴィナ外相で
あるイゴール・ツルナダクが紛争解決プ

ロセスはミンスクグループ共同議長の枠
組みにおいて行われ、ECHRの判決とは
なんらの関係もないと認めている趣旨の
主張をしています。この声明に関してど
のようにお考えですか？

メメディヤロフ： アルメニアの主張はま
たしても歪曲です。ツルナダク氏の発言
の動画記録はインターネットで視聴でき
ます。実際は、裁判所の判決の実行に
関する問題に関してツルナダク氏は次の
引用のように述べたのです。すなわち、 
「閣僚委員会はこれら判決の実行の監
督に着手することになります。議長はこ
のことに集中的に取り組むことになるでし
ょうし、我々にとって重要なことになるで
しょう」。彼はこうも述べています。すなわ
ち、「判決の実行は欧州人権条約第46
条における義務であり、協力して平和的
解決を確立する継続的な努力がなされ
なければならない」。アルメニアは、ツル
ナダク氏の調停の取組みに関する発言
も不正確な言い換えを行っています。ツ
ルナダク氏は、「紛争解決のための調停
はOSCEミンスクグループの責任である」
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と言及したのです。欧州評議刊の高官
により言ってもいないことを言ったとする
のは、控えめに言っても無責任であると
言えます。

問： アルメニアはサルキシャン対アゼ
ルバイジャン事件において、アゼルバイ
ジャンがこの件に応じることを控えるよう
なある種の定式化があったと主張してい

ます。これは当たっていますか？また、
裁判所の判決に直面したアゼルバイジ
ャンの反応はいかなるものでしょうか？

メメディヤロフ： まず、私たちはこの特
定ケースに関するコメントからは距離を
置いています。しかし、アルメニアの同僚
たちが興味を抱いていることは喜ばしい
ことです。ご存じのように、アゼルバイジ
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ャンの申立人がECHRに条約の下にお
ける自身の権利の侵害を訴えたとき、い
つものようにアルメニアは後追いで真似
をして、ミナス・サルキシャンなるアルメニ
ア人に2006年に類似の訴えを起こさせ
ました。アルメニアによるアゼルバイジャ
ン領の占領の結果としてアゼルバイジャ
ンIDPの基本的人権の重大な侵害が起
こったことに対するECHRによる前例のな

い考慮の結果を軽減する努力をしようと
したのです。　

手短に言うと、アゼルバイジャンのゴ
ランボイ地域のグリスタン村に帰還し、財
産へのアクセスを保持するための自身
の人権が否定されていることを主張して
いた申立人による申立てに端を発しまし
た。申立人はグリスタンの家と土地に関
する権利を奪われていないと裁判所が
第218段落において特別強調しているこ
とを私は端から言っておかなければなり
ません。この件は財産の剥奪とは無関係
であり続けました。批判されているその
状況が財産の利用をコントロールするこ
とを目的とするなんらかの措置の結果で
あるとも主張されていません。

さて、IDPや難民の問題に関するアゼ
ルバイジャンの立場は一貫しており、不
変であるということを強調してもしきれま
せん。私たちはDPの帰還に最も関心を
持っている当事者であります。DPの発生
は、シラゴフ事件で裁判所により言及さ
れたようにアルメニアの不法行為の直接
の結果です。実際、アゼルバイジャンの
ナゴルノ＝カラバフをはじめとする地域
へのDPの帰還をあらゆる手段を用いて
阻止したり、大規模な民族浄化の結果を
固定化したりするために妨害や非現実
的な条件を採用しつづけているのは、ア
ルメニアなのです。私たちは、DPの安全
で尊厳ある帰還を確保するために講じら
れるべき様々な措置をことあるごとに一
貫して主張しています。それらはアルメ
ニア軍の撤退、不発弾（UXO）の撤去、
領土の回復に始まるものです。

サルキシャン対アゼルバイジャン事件
に関して言うと、この判決の中にはアルメ
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ニアが軽視し、言及しない条件が多く見
られます。控えめに言っても都合がよく
ないからです。すなわちアルメニアが落
胆することに、第215段落から第216段落
において裁判所は紛争がアルメニアとア
ゼルバイジャンとの間のものであると再
び見なしました。当該段落では「その領
土の一部として」との語が使用されてい
ます。提示された証拠を基に、裁判所は
第134段落および第139段落においてグ
リスタン村を含むこの地域は国際的に承
認されているアゼルバイジャンの領土で
あると定めています。よってアルメニアの
主張は否定されています。さらに、第130
段落で、裁判所は軍事行動が一時的な
防衛のためであり、主権の移動の結果で
はないということを再確認しました。

問： アルメニアは、アルメニア軍の撤
退がDPの帰還を導く条件であり、妥協と
みなされてはならないとするアゼルバイ

ジャンの声明を批判する一方、アゼルバ
イジャンが「恣意的」および「選択的な解
釈」によってOSCEミンスクグループ共同
議長国のリーダーによる5つの声明に含
まれている提案に反していると主張して
います。アルメニアはまた、いくつかの要
素を他から選びだす試みはバランスのと
れた解決に達することを困難にするもの
であり、共同議長はこれらの要素を統合
された集合体だとみなしていると発言し
ました。これに対してどのように思われま
すか？

メメディヤロフ： アルメニアによる交
渉プロセスの重要事項の曲解は初めて
ではありません。この問題に関するアゼ
ルバイジャンの立場は、シラゴフ事件の
ECHRの判決の公表を受けて6月16日に
出されたアゼルバイジャン外務省の声明
において繰り返されております。私たち
は、アゼルバイジャンはアルメニア軍の

ひと
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撤退やDPの帰還が「妥協」だとは見なし
ていないということははっきり申し上げて
おります。あなたがお話しになったアル
メニアの態度は、裁判所が保護を命じた
IDPの基本的人権の行使を誰が妨害し
ているのかということが明らかにするもの
です。 

さらに、共同議長の提案の中には、
アルメニア軍の撤退やIDPの帰還が「妥
協」であるとの見解に一致するものは何
も見られません。紛争解決に不可欠な、
キーとなるステップが書かれています。
アゼルバイジャンは紛争解決の段階的
アプローチを支持しており、これは避け
られることではなく、代替となる選択肢も
ありません。OSCEミンスクグループの共
同議長はそのことを知っていますし、彼
らの指令はそのような理解に基づいてい
ます。

紛争解決は、アゼルバイジャンの国際
的に承認された国境内における主権と
領土保全を基礎にしてのみ可能です。
アゼルバイジャンの領土保全は交渉の

テーマとなったことはありませんし、これ
からもなりえません。アゼルバイジャンは
このような理解に基づく紛争解決に専念
しつづけます。 

共同議長の声明は、アゼルバイジャン
が以前から提案している国際法に基づ
く包括的な平和合意の代わりにはなりえ
ません。どちらかというと、アゼルバイジ
ャン領の占領のステイタス・クオを長引か
せる道を探しているようであり、アルメニ
アは、最近のECHRの判決などによって
執着することが難しくなりつつある非建
設的なスタンスを再考しなければなりま
せん。アルメニアによる現実の受入れが
早ければ、より早く紛争は快活し、当該
地域の国家や住民は協力や経済開発
の面から利益を得ることになるでしょう。

アゼルバイジャンはアルメニアに対
し、時間を無駄にして自国民や国際社
会をミスリードせず、併合政策と民族浄
化を止め、建設的に紛争解決プロセス
に関わり、国際的義務に従うよう、いま一
度呼びかけます。
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